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☆特許庁人事異動……………………………… ⑻

はじめに
　事業承継とは文字通り、事業を承継させる計画を
指すが、承継すべき事業とは経営全体の経営資源と
とらえる。自社の経営における強みとは何か。何を
つなぐのかを事業（ビジネス）として考えることが
重要である。経営資源とは多岐にわたるが、「人（経
営）の承継」、「資産の承継」、「目に見えにくい知的

資産の承継」に分けることができる（図表―１参照）。
　事業承継後に安定した経営を行うためには、経営
者が培ってきたあらゆる経営資源を承継することが
必要である。とりわけ、企業経営において、本質的
な企業の競争力の源泉は、財務諸表には表れない目
に見えない特許、人材、技術、ネットワーク等の知
的資産全体（特に知的財産）をもって企業収益をも

☆事業承継における実務・法の検討⑤
　事業承継における営業秘密………………………⑴

事業承継における営業秘密事業承継における営業秘密
吉備国際大学大学院知的財産学研究科　教授　　　 生駒　正文
吉備国際大学大学院知的財産学研究科講師（非常勤） 土井　典子

事業承継における実務・法の検討事業承継における実務・法の検討⑤⑤

官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！
「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。
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